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平成２４年度入札契約・総合評価の実施方針 

【工  事】 

平成２４年5月 

関東地方整備局 

港湾空港部 
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（１）入札方式の運用方針（一部見直し）  
    ＷＴＯ基準額の引き下げ 
（２）総合評価タイプ 別加算点の割合設定（継続実施） 
     
（３）技術提案関係（継続実施） 
    
（４）評価項目関係（継続実施） 
 
（５）入札参加者数を拡大する資格要件 （継続実施）  
   

（６）技術提案の求め方の改善 （継続実施） 
    
（７）技術提案の評価結果の通知（継続実施）  
   

（８）技術提案の履行義務 （継続実施）  
   

（９）加算点の算出方法（見直し）  
   ・加算点の算出方法について、全国の港湾部局が採用している算出方法との統一化を図る 
   観点から、素点計上方式を採用する。 
   

（10）技術評価に関する問い合わせ窓口の設置 （継続実施） 
   

（11）総合評価結果をＨＰ（ホームページ）にて契約後公表 （継続実施） 
   

（12）調査基準価格の取扱い（継続実施） 
   

（13）総合評価落札方式の活用改善に向けた試行(案) （新規） 
 
 
 

平成２４年度の総合評価方式の実施方針のポイント 

※公表資料参照 (港湾空港部HP等） 

・総合評価落札方式の適用ガイドライン  （H23.7 関東地方整備局）                          

・平成23年度入札契約・総合評価の実施方針(H23.5港湾空港部） 

・H24入札・契約手続きの実施方針等について(H24.4企画部） 
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平成23年度 平成24年度 

港湾空港 港湾空港 さいたま 

低入札調査制度 

（特別重点調査） 

原則、１千万円以上（全工種、
一般競争）で実施 

 

原則、１千万円以上（全工種、
一般競争）で実施 

 

６千万円以上（原則全工種、
一般競争） 
６千万円未満は試行 

施工体制確認型 

原則、総合評価方式を適用す
る１千万円以上（全工種、一
般競争）で実施 

 

原則、総合評価方式を適用す
る１千万円以上（全工種、一
般競争）で実施 

 

１千万円以上（原則全工種、
一般競争） 

 

入札ボンド 

 

空港等土木工事及び港湾土
木工事において 
６．９億円以上 

空港等土木工事、港湾土木
工事、港湾等しゅんせつ工事、
空港等舗装工事、港湾等鋼
構造物、その他において 
５．８億円以上  

一般土木及び建築は 
３億円以上 
それ以外の工種は 
５．８億円以上（原則全工種） 
 

（１）－１平成２４年度入札方式の運用方針 《一部見直し》 
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（１）－２ 平成２４年度入札方式の運用方針 《一部見直し》 

一般競争入札は、５千万円以上の工事に適用。ただし、５千万円未満の工事についても  
積極的に一般競争入札を試行することとし、通常指名競争入札は、引き続き原則廃止（災害
等除外）とする。 
総合評価方式は、引き続き原則全ての工事で実施。ただし、緊急工事・工事成績を付けな
い作業（工事）については、除くことも可能。 

※上記は、平成２３年度入札方式の運用方針と同じ。 

指名競争 指名競争 指名競争

一般競争入札
（政府調達協定対象）

５．８億円

一般競争入札

０．６億円

一般競争入札の積極的な試行
※鋼橋上部、PC、水門設備は一般競争入札

<平成２０，２１年度> <平成２２，２３年度> <平成２４年度>

７．９億円

０．６億円

一般競争入札
（政府調達協定対象）

６．９億円

一般競争入札

０．６億円

一般競争入札の積極的な試行
※鋼橋上部、PC、水門設備は一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札
（政府調達協定対象）

一般競争入札の積極的な試行
※鋼橋上部、PC、水門設備は一般競争入札

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

0.5億円 0.5億円 0.5億円 
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（入札方式） （地域要件） 

5千万 

一般競争入札 
（政府調達協定対象） 

一般競争入札 

一般競争入札の積極的実施 
工事希望型競争入札 

5.8億 

設定なし 

関東地整管内に本店・支店・営業所 

＜港湾空港関係＞ 

Ａ等級 

Ｂ等級 
2.5億 

＜港湾土木、空港等土木、
港湾等しゅんせつ＞ 

Ａ等級 

Ｃ等級 

Ｂ等級 

＜空港等舗装＞ 

5千万 

1.2億 

（業者ランク） 

Ｃ等級 
9千万 

＜港湾等鋼構造物＞ 

Ａ等級 

Ｂ等級 
3.7千万 

5.8億 

（１）－３ 平成２４年度入札方式・地域要件・業者ランクの運用方針 《一部見直し》 
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（９） 加算点の算出方法  《見直し》 

加算点の算出方法について 
 

    加算点の算出方法について、全国の港湾部局が採用している算出方法との統一化  
  を図る観点から、素点計上方式を採用する。（従前は関東地方整備局内の横並びを 
  図るため、一位満点方式を採用していた。） 

素点計上方式における加算点の算出方法について 
 

  「加算点」は、評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を以下 
 のとおり換算して求める。 
 
     加算点＝加算点×（当該競争参加者の評価点の合計値／評価点の満点）  
           （少数第４位四捨五入 ） 
 
  

  加算点の算出方法【例】は以下のとおり。  
   

    【例】標準Ⅱ型の場合  
   

        ・評価点１位の者 → １６０点／２０２点  
          評価点１位の者は、加算点３９．６０４点を付与 
         （５０点×１６０点／２０２点＝３９．６０４点）。  
        ・評価点２位の者 → １５０点／２０２点  
          評価点２位の者は、加算点３７．１２９点を付与 
         （５０点×１５０点／２０２点＝３７．１２９点）。 
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  平成２３年度実施結果 平成２４年度実施方針 

評価
項目
選択
重視
型 

「評価項目選択重視型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 工事特性に応じ一部の項目を重視して評
価する事が有効な型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。）  

「地域密着工事型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 小規模で工事難易度が低く、誰でも参入
が容易な工事でかつ地域に密着した型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

「ヒアリング重視型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 都市部の工事で調整事項が多いなど、配
置予定技術者のマネジメント能力が求められる場合の型
式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

「特定専門工事審査型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 専門工事の品質確保が工事全体の品質
確保の観点からも重要である型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・本省方針に応じて試行することを検討する。 
 （実施予定案件の内容精査中。） 

「地元企業活用型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 地域貢献度を重視し評価ウェイトを高くす
る型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

「現場施工品質確保型 
総合評価落札方式」 

【型式の概要】 現場従事技術者（元請けの主任又は監理
技術者を除く）が建設技能顕彰等の受賞実績を等を有して
いる場合において、現場従事技術者の技術力に評価点を
設け、企業の施工能力の評価点ウェイトを高くする型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

簡易
型 

「工事実績重視型」 
による総合評価 

【型式の概要】 早期発注が必要な場合の、比較的小規模
工事で工期が限定される型式。（施工計画を求めない） 
・京浜港湾、鹿島港湾の一部案件で試行した。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

「加算方式」 
による総合評価 

【型式の概要】 特に技術力を要すると考えられる工事に
ついて、価格評価点：技術評価点を１：１～１：３と設定して
「加算方式」を試行する型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

設計・施工一括及び詳細設計付
工事発注方式 

【型式の概要】 設計と施工を一括で発注することにより、
設計・施工の品質確保、効率性を目指す、又は、製作・施
工者ノウハウを活用する型式。 
・港湾空港関係は試行実績なし。 

・工事内容に応じて、試行することを検討する。 
 （実施予定案件なし。） 

平成２４年度の総合評価方式の試行実施方針 《継続》 



平成２３年度開催された「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」に
おいて、 

総合評価落札方式改善の方針が下記のように示され、 
 ①施工能力の評価と技術提案の評価に二極化 

 ②施工能力の評価は大幅に簡素化 
 ③技術提案の評価は品質の向上が図られることを重視 
 ④評価項目は原則、品質確保・品質向上の観点に特化 

  総合評価落札方式の形式は、施工能力を評価する「施工能力評価型」と施工
能力に加え、技術提案を求めて評価する「技術提案評価型」の二区分とした。 

平成24年2月28日に本省で開催された「総合評価方式の活用・改善
等による品質確保に関する懇談会」において、総合評価落札方式改善
の方針が下記のように示された。 
 ①施工能力の評価と技術提案の評価に二極化 
 ②施工能力の評価は大幅に簡素化 
 ③技術提案の評価は品質の向上が図られることを重視 
 ④評価項目は原則、品質確保・品質向上の観点に特化 
    
 総合評価落札方式の形式は、施工能力を評価する「施工能力評価型」

と施工能力に加え、技術提案を求めて評価する「技術提案評価型」の
二区分となる。 

 平成２４年度は、新評価形式の「施工能力評価型」、「技術提案評価型」についての 
試行を下半期に行う予定である。 
 
 試行方針については、港湾・空港工事の特殊性を考慮する必要があり、現在検討中。 
 
 試行結果については、検証を行い本格導入に向けた課題や改善策等検討を図る。 

８ 

（13）-1 総合評価落札方式の活用改善に向けた試行(案) 
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見
直
し
案 

現
状 

簡易型 標準型 高度技術提案型 

 
 
 
 

Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅲ型 Ⅱ型 Ⅰ型 

企業が発注者の示す仕様に基
づき、適切で確実な施工を行う
能力を有しているかを確認する
場合 

発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し社会的要請の高い特定の 
課題について施工上の工夫等の技術提案を求める場合 

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足で
きない場合 

有力な構造・
工法が複数
あり、技術提
案で最適案
を選定する
場合 

高度な施工技
術等により社
会的便益の相
当程度の向上
を期待する場
合 

社会的要請の高い特定の技術的課題に関する施工上の工夫等に係る提案 

必要に応じ実施 
技術提案に基づき予定価格を 
作成 

確実な施工に資する簡易な施工計画 
施工方法に加え、工
事目的物そのものに
係る提案 

高度な施工
技術等に係
る提案 

施工能力評価型（仮称） 技術提案評価型（仮称） 

 
 
 
 

Ⅱ型 Ⅰ型 S型 ＡⅢ型 ＡⅡ型 AⅠ型 

企業が、発注者の示す仕様に基づき、適切で確
実な施工を行う能力を有しているかを、施工計
画を求めて確認する工事 

標準案に基づき作成 技術提案に基づき作成 

施工計画 提案内容 

予定価格 

評価方法 実績で評価 可・不可の二段階で評価 点数化 

点数化して評価 

企業が、発注者の示す
仕様に基づき、適切で
確実な施工を行う能力
を有しているかを、企
業・技術者の能力等で
確認する工事 

特に配慮すべき事項へ
の施工上の工夫につい
て提案を求める工事 

特に配慮すべき事項に対す
る施工上の工夫に係る提案 

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足
できない
場合 

有力な構造・
工法が複数あ
り、技術提案
で最適案を選
定する場合 

部分的な設計変更を
含む工事目的物に対
する提案、高度な施工
技術等により社会的便
益の相当程度の向上
を期待する場合 

施工方法に加え、工事目的
物そのものに係る提案 

部分的な設計変更や
高度な施工技術等に
係る提案 

提案内容 

予定価格 

評価方法 

施工能力を評価する 施工能力に加え、技術提案を求めて評価する 

設計図書に定める標準案に基づき予定価格を作成 

高
度
技
術
提
案
型
適
用
対
象
工

事
で
あ
る
が
、
標
準
型
を
適
用

し
て
い
る
工
事
 

ヒアリング 

ヒアリング 実施しない 必須 必要に応じて実施（施工計画の代替も可） 

標準案に基づき作成 

段階選抜 実施しない ヒアリング実施時に必要に応じて実施 必須※２ 

WTO対象工事は必須※１、 
それ以外は必要に応じて実施 

WTO対象工事は必須※２、 
それ以外は必要に応じて実施 

          (13) -2 総合評価落札方式の見直し(二極化) (本省案参考） 
総合評価方式の活用・改善等による 
品質確保に関する懇談会資料 

９ 
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(13) -3 総合評価落札方式の見直し 二極化の試行、移行スケジュール (本省案参考) 



１ 

平成２４年度入札契約・総合評価の実施方針 

【建設コンサルタント等業務】 

平成２４年5月 

関東地方整備局 

港湾空港部 

 



２ 

（１）「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方
式の 運用ガイドライン（平成２１年４月２０日策定）」を引き続き踏襲し、「資格・実
績」よりも「成績・表彰」を重視した評価ウエイトを設定。(継続実施）   
   
（２）低入札対策として、簡易公募型－価格競争入札方式で実施していた案件につ  
いては、可能な限り総合評価落札方式（簡易型）で実施する。 (一部見直し） 
   
（３）入札契約方式の区分表の全国統一化を図る。(見直し） 
 
（４） ＷＴＯ基準額の引き下げ。 (一部見直し） （発注方式の分類参照） 
   
（５）「建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確
保対策の試行について」履行確実性評価を契約日４／１以降の1,000万円以上の
案件で試行する。 
 

平成２４年度業務の実施方針のポイント   



３ 

建設コンサルタント業務等には、単純な作業により実施可能な業務から最先端の工学的知見を 
更に応用しなければ成果が得られない業務まで、極めて多岐にわたる業務が含まれるため、個々
の業務内容に応じて入札契約方式を定めている。 

２．事前に仕様を確定
可能であるが、入札者
の提示する技術等に
よって、調達価格の差
異に比して、事業の成
果に相当程度の差異が
生ずることが期待でき
る業務 

１．当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づ
いて、仕様を作成するほうが最も優れた成果を期待できる
業務 

②総合評価落札方式（標準型） 

今後の発注方式 今後の発注方式の選定フロー 

① 当該業務の実施方
針と併せて、評価テーマ
に関する技術提案を求
めることによって、品質
向上を期待できる業務 

当
該
業
務
（土
木
コ
ン
サ
ル
・測
量
・地
質
調
査
） 

② 当該業務の実施方
針のみで、品質向上を期
待できる業務 

３．入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付
すことにより品質を確保できる業務 

価格点：技術点の割合 
１：２ ～ １：３ 

③総合評価落札方式（簡易型） 
価格点：技術点の割合 

１：１※ 

①プロポーザル方式 

④価格競争方式 

 ・（選定段階で）資格、実績、成績 

 実施方針＋評価テーマ 
 
   
 

（総合評価型） 
 実施方針＋特定テーマ 
 

 ・実施方針（評価テーマは求めない）のみ 

（１）・（２）平成２４年度業務 入札契約方式の選定の考え方（継続） 



４ 

工事環境監視 

環境影響評価調査 

水質調査 

施設整備環境・生態系影響検討 

船舶の航行安全対策検討業務 

発注者支援業務 

技術開発 

価格競争 
方式 

総合評価方式 
（簡易型） 

総合評価方式 
（標準型） 

プロポーザル 

底生生物調査 

土質調査 

底質調査 

水路測量 

深浅測量 

地形測量 

磁気探査 

実施設計 

国有港湾施設の劣化状況現況調査 

予備設計 

港湾・海岸・空港計画（策定）調査 

耐震性能検証 

施設利用方策検討調査 

基本設計 

構造検討調査・解析 

物流・貨物流動調査 

整備・事業効果検討調査 

施工検討業務・技術検討業務 

維持管理計画書作成業務 

細部設計 

管内資材等価格調査 

（３）平成２４年度業務 入札契約方式の区分表（見直し） 

１．業種別調達方式統一(マトリックス表） 



平成２３年度区分表(旧バージョン） 

１．業務内容に応じた契約方式の選定 

見直し前の様式(参考） 

 
 

  
５ 

地震応答解析

橋梁（大型、特殊形式）詳細設計

水理実験

沈下予測解析 改良・補修工法検討

濁り拡散予測解析 基本設計

潮流数値解析 耐震補強工法検討

風数値解析 公有水面埋立願書作成

施設整備検討

橋梁（小規模、一般形式）予備設計

環境監視調査

長周期波解析

静穏度・船舶動揺解析

石材等材料特性検討

細部設計
（簡易型　１：１）

港湾基礎データ調査

通行船舶実態調査

積算実施設計

橋梁（小規模、一般形式）

詳細設計（標準型　１：２）

劣化・変状調査
（簡易型１：１）

避泊需要検討

港湾整備構想検討

環境影響評価

整備効果検討

橋梁耐震補強設計

沈埋函詳細設計

橋梁等構造解析

橋梁（大型、特殊形式）予備設計

物流・貨物流動解析

埋没対策検討

景観・色彩検討

環境情報システム検討

構造形式検討

新技術開発調査

ﾗｲﾌ・ｻｲｸﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検討

監視システム検討

利用促進検討

広報企画検討

知
 
識 

構想力・応用力 

プロポーザル方式（総合評価型、技術者評価
型） 
総合評価落札方式（標準型、簡易型） 

価格競争入札方式 

（港湾事業） 



○予定価格に応じた発注方式の分類 

予定価格

（万円）

6,900

5,000

500

480

200

Ｃ

本
官

分
任
官

公募型
（ＷＴＯで発注）

簡易公募型

簡易公募型に
準じた方式 Ａ

Ｂ

測
量
調
査

建

設

コ

ン

サ

ル

Ａ

Ｂ

・基本設計
・地域計画調査
・環境影響評価　等

・特殊橋梁の
　　　　実施設計

・単純な測量
・地質調査　等

・実施設計（細部設
計、小規模橋梁の実
施設計等）　
・発注者支援業務等

プロポーザル方式
（総合評価型）

価格競争入札方式
総合評価落札方式

（WTO対象） （WTO対象外） （WTO対象） （WTO対象外）

公募型
（ＷＴＯで発注）

簡易公募型

簡易公募型に準じた方式 簡易公募型に準じた方式

（４）平成２４年度業務 発注方式の分類（一部見直し） 

5,800 

  

 

  
６ 



  総合評価落札方式により調達される予定価格が1,000万円を超える業務を試行の対象業務とする。 対象業務 

試行概要 
  低入札業務では、業務成績評点が低評価となる傾向があり、技術提案した内容が適正に履行さ

れないおそれがあることから、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため技術提案の
新たな評価項目として、「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行を実施する。 

審査項目 

  【審査の視点】  
  ａ ）  業務内容に対応した費用が計上されているか  
  ｂ ）  配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか 
  ｃ ）  品質管理体制が確保されているか 
  ｄ ）  再委託先への支払いは適正か 

評価方法 

 

｢履行確実性度｣ ＝ 
（「○」と審査した項目数）

 ４（全項目）
  

  各審査項目毎に審査（「○」ｏｒ「×」）した上で、５段階（Ａ～Ｅ）で総合的に評価し、履行確実性に関する
度合い（履行確実性度）を技術提案評価点に乗じることにより評価する。 

履行確実性評価は、審査の視点の４項目について実施し、公正、公平な審査を適切に行う。 

  【審査内容】  
  ａ ） 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。 
  ｂ ） 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 配置予定技術者の人工が適正であるか。 
  ｃ ） 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 照査予定技術者の人工は適正であるか。 
  ｄ ） 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 

評価 履行確実性度
「○」と審査
した項目数

Ａ 1 4
Ｂ 0.75 3
Ｃ 0.5 2
Ｄ 0.25 1
Ｅ 0 0

７ 

（５）平成２４年度業務 低入札防止対策（本省案参考） 

●履行確実性評価の導入（新規） 
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